
○調査目的

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係については、その基本

的な考え方、優先される介護保険サービス、介護保険サービス優先の捉え方、具体的な運用等について「障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」（平成19 年３月28 日障企発第0328002 号 障障

発第0328002号）にて市町村へ通知しているところであるが、その運用等の実態を把握することを目的とする。

○調査内容

・65 歳以上で介護保険サービスと障害福祉サービスの併給をしている者、障害福祉サービスのみを利用している者の割合

・65歳に到達する障害福祉サービス利用者の介護保険制度利用にあたっての運用について

・介護保険被保険者に対する障害福祉サービスの支給決定について 等

○調査対象・調査数

○調査実施時期

平成26年８月

○回答状況

回答率：90.9％ 回答数：計259（内訳：政令市20・中核市34・その他市区町村205）

○調査目的

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係については、その基本

的な考え方、優先される介護保険サービス、介護保険サービス優先の捉え方、具体的な運用等について「障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」（平成19 年３月28 日障企発第0328002 号 障障

発第0328002号）にて市町村へ通知しているところであるが、その運用等の実態を把握することを目的とする。

○調査内容

・65 歳以上で介護保険サービスと障害福祉サービスの併給をしている者、障害福祉サービスのみを利用している者の割合

・65歳に到達する障害福祉サービス利用者の介護保険制度利用にあたっての運用について

・介護保険被保険者に対する障害福祉サービスの支給決定について 等

○調査対象・調査数

○調査実施時期

平成26年８月

○回答状況

回答率：90.9％ 回答数：計259（内訳：政令市20・中核市34・その他市区町村205）

制度運用実態調査の概要（自立支援給付と介護保険制度との適用関係）

対象 調査方法 調査対象数 抽出方法

全指定都市（20）、
全中核市（43）

及び
右記抽出方法で抽出さ

れた市区町村
（222）

質問紙による調査 285

都道府県ごとに下記方法により市町村を抽出
・各都道府県内の市（特別区を含む）から人口規模の大きい順に２市を

抽出（指定都市、中核市を除く）
・各都道府県内の町から人口規模の大きい順に２町を抽出
・各都道府県内で人口規模が最も大きい村を１抽出

（村のない場合を除く）

（関連資料 ⑥）

１．サービス利用状況等実態

（１）65歳以上の者についてのサービス利用状況

※1 「障害福祉サービス利用人数（65歳以上）」欄の記載はあるが、そのうちの「併給（介護保険・障害福祉）人数」や「障害福祉サービスのみ利用人数」について不

明としている自治体があることにより、「併給（介護保険・障害福祉）人数」欄と「障害福祉サービスのみ利用人数」欄を合算した数値が「障害福祉サービス利用人

数（65歳以上）」欄の人数と一致しない。

※2 「障害福祉サービスのみ利用人数」欄の記載はあるが、その理由ごとの内訳人数が不明と回答している自治体があるなどにより、「要介護認定等の結果非該

当」欄から「要介護認定等の申請をしていない等その他の理由」欄までを合算した数値が「障害福祉サービスのみ利用人数」欄の人数と一致しない。

※3 「介護保険被保険適用除外施設（障害者支援施設等）入所中」の場合等。

※4 「併給（介護保険・障害福祉）人数」欄と「障害福祉サービスのみ利用人数」欄の人数を合算した数値を基にした場合の構成割合

１．サービス利用状況等実態

（１）65歳以上の者についてのサービス利用状況

※1 「障害福祉サービス利用人数（65歳以上）」欄の記載はあるが、そのうちの「併給（介護保険・障害福祉）人数」や「障害福祉サービスのみ利用人数」について不

明としている自治体があることにより、「併給（介護保険・障害福祉）人数」欄と「障害福祉サービスのみ利用人数」欄を合算した数値が「障害福祉サービス利用人

数（65歳以上）」欄の人数と一致しない。

※2 「障害福祉サービスのみ利用人数」欄の記載はあるが、その理由ごとの内訳人数が不明と回答している自治体があるなどにより、「要介護認定等の結果非該

当」欄から「要介護認定等の申請をしていない等その他の理由」欄までを合算した数値が「障害福祉サービスのみ利用人数」欄の人数と一致しない。

※3 「介護保険被保険適用除外施設（障害者支援施設等）入所中」の場合等。

※4 「併給（介護保険・障害福祉）人数」欄と「障害福祉サービスのみ利用人数」欄の人数を合算した数値を基にした場合の構成割合

制度運用実態調査結果①（自立支援給付と介護保険制度との適用関係）

区分 人数 構成割合

障害福祉サービス利用人数（65歳未満も含む全体） 350,205 －

障害福祉サービス利用人数（65歳以上） 34,400※1 9.8%

併給（介護保険・障害福祉）人数 12,198 ［35.7%］※4

介護保険サービスに係る保険給付の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の制約から障害
福祉サービスを上乗せしている人数 5,575 －

障害福祉サービスのみ利用人数 21,953※2 ［64.3%］※4

要介護認定等の結果非該当となったため 1,374
－

介護保険サービスでは適切な支援は困難と判断したため 1,705 －
障害福祉サービス固有のもの（行動援護、同行援護、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労
継続支援）であるため 6,514 －

要介護認定等の申請をしていない等その他の理由※3
11,291 －
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（２）65歳以上の併給者（介護保険・障害福祉）のサービス併用状況

※ 併給人数の回答 のみでその内訳人数が不明としている自治体 があるため、「併給人数 」から「併給者のうち居 宅介護を利用している 者の人

数」及び 「併給者のうち重度訪問介護を利用している者の人数」を 除いた人数が、居宅介護と重度訪問介護以外の障害福祉サー ビスを利用し

ている併給者の人数となるわけではない。

（２）65歳以上の併給者（介護保険・障害福祉）のサービス併用状況

※ 併給人数の回答 のみでその内訳人数が不明としている自治体 があるため、「併給人数 」から「併給者のうち居 宅介護を利用している 者の人

数」及び 「併給者のうち重度訪問介護を利用している者の人数」を 除いた人数が、居宅介護と重度訪問介護以外の障害福祉サー ビスを利用し

ている併給者の人数となるわけではない。

制度運用実態調査結果②（自立支援給付と介護保険制度との適用関係）

区分 人数 構成割合

併給（介護保険・障害福祉）人数
12,198 100.0% 

併給者のうち居宅介護（障害福祉）を利用している者の人数
5,297 43.4% 

居宅介護（障害福祉）と併用している介護保険サービスが訪問介護のみとなっている者の人数 1,297 ［24.5%］

居宅介護（障害福祉）と併用している介護保険サービスが訪問介護及び訪問介護以外のサービスと
なっている者の人数 3,476 ［65.6%］

居宅介護（障害福祉）と併用している介護保険サービスが訪問介護以外のサービスとなっている者の
人数 524 ［ 9.9%］

併給者のうち重度訪問介護（障害福祉）を利用している者の人数
1,351 11.1% 

重度訪問介護（障害福祉）と併用している介護保険サービスが訪問介護のみとなっている者の人数 161 ［ 1.9%］

重度訪問介護（障害福祉）と併用している介護保険サービスが訪問介護及び訪問介護以外のサービ
スとなっている者の人数 1,136 ［84.1%］

重度訪問介護（障害福祉）と併用している介護保険サービスが訪問介護以外のサービスとなっている
者の人数 54 ［ 4.0%］

（３）障害程度区分認定者の要介護状態区分等

※ 平成25年度中に65歳に到達した障害福祉サービス利用者が対象。

（３）障害程度区分認定者の要介護状態区分等

※ 平成25年度中に65歳に到達した障害福祉サービス利用者が対象。

制度運用実態調査結果③（自立支援給付と介護保険制度との適用関係）

障害程度区分認定者の要介護状態区分等※

障害程度
区分

人数
要介護状態

区分等
人数 構成割合

障害程度
区分

人数
要介護状態

区分等
人数 構成割合

区分６ 461

要介護５ 336 72.9%

区分３ 934

要介護５ 11 1.2%
要介護４ 74 16.1% 要介護４ 29 3.1%
要介護３ 25 5.4% 要介護３ 82 8.8%
要介護２ 15 3.3% 要介護２ 218 23.3%
要介護１ 7 1.5% 要介護１ 208 22.3%
要支援２ 2 0.4% 要支援２ 183 19.6%
要支援１ 2 0.4% 要支援１ 136 14.6%
自 立 0 0.0% 自 立 67 7.2%

区分５ 341

要介護５ 74 21.7%

区分２ 1,129

要介護５ 12 1.1%
要介護４ 108 31.7% 要介護４ 18 1.6%
要介護３ 71 20.8% 要介護３ 29 2.6%
要介護２ 51 15.0% 要介護２ 121 10.7%
要介護１ 14 4.1% 要介護１ 232 20.5%
要支援２ 18 5.3% 要支援２ 291 25.8%
要支援１ 5 1.5% 要支援１ 283 25.1%
自 立 0 0.0% 自 立 143 12.7%

区分4 442

要介護５ 20 4.5%

区分１ 387

要介護５ 4 1.0%
要介護４ 52 11.8% 要介護４ 1 0.3%
要介護３ 95 21.5% 要介護３ 7 1.8%
要介護２ 118 26.7% 要介護２ 17 4.4%
要介護１ 93 21.0% 要介護１ 48 12.4%
要支援２ 37 8.4% 要支援２ 63 16.3%
要支援１ 16 3.6% 要支援１ 133 34.4%
自 立 11 2.5% 自 立 114 29.5%
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２．市町村の制度運用

（１）65歳到達による介護保険移行について

ア．介護保険制度への移行の案内を行っているか

※ 「行っていない」との回答の中には、「介護保険制度の対象者がいないため」、「介護保険適用除外施設入所

者若しくは障害福祉固有のサービスの利用者であるため」、「障害福祉サービスの支給決定の更新時に説明

しているため」等も含む。

２．市町村の制度運用

（１）65歳到達による介護保険移行について

ア．介護保険制度への移行の案内を行っているか

※ 「行っていない」との回答の中には、「介護保険制度の対象者がいないため」、「介護保険適用除外施設入所

者若しくは障害福祉固有のサービスの利用者であるため」、「障害福祉サービスの支給決定の更新時に説明

しているため」等も含む。

制度運用実態調査結果④（自立支援給付と介護保険制度との適用関係）

自治体数 構成割合

行っている 225 86.9%  
65歳の６ヶ月前までに案内 17 ［ 7.6%］

65歳の５ヶ月前までに案内 0 ［ 0.0%］

65歳の４ヶ月前までに案内 6 ［ 2.7%］

65歳の３ヶ月前までに案内 44 ［19.6%］

65歳の２か月前までに案内 51 ［22.7%］

65歳の１か月前までに案内 38 ［16.9%］

案内を行っているが、上記以外 69 ［30.7%］

行っていない 34 13.1%  
合計 259 100.0%  

イ．介護保険制度への移行の案内はどのような方法で行っているか

ウ．介護保険サービスと障害福祉サービスの併給が可能な旨を障害福祉サービス利用者へ事前案内しているか

エ．介護保険サービスと障害福祉サービスの併給が可能な旨を住民へ周知しているか

イ．介護保険制度への移行の案内はどのような方法で行っているか

ウ．介護保険サービスと障害福祉サービスの併給が可能な旨を障害福祉サービス利用者へ事前案内しているか

エ．介護保険サービスと障害福祉サービスの併給が可能な旨を住民へ周知しているか

制度運用実態調査結果⑤（自立支援給付と介護保険制度との適用関係）

自治体数（複数回答可）

電話で説明 100 
お知らせの送付 89
自治体窓口や利用者宅訪問等により直接説明 129
その他 32

自治体数 構成割合

している 101 39.0%  
事例によってはしている 108 41.7%  
していない 20 7.7%  
未回答 30 11.6%  
合計 259 100.0%  

自治体数 構成割合

している 49 18.9%  
広報誌で案内 3 ［ 6.1%］

ホームページで案内 9 ［18.4%］

その他の方法で案内 37 ［75.5%］

していない 209 80.7%  
未回答 1 0.4%  
合計 259 100.0%  
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オ．65歳に到達する者の障害福祉サービス支給決定の有効期限の設定について

（２）申請勧奨に応じず、要介護認定等を申請していないケースの有無

オ．65歳に到達する者の障害福祉サービス支給決定の有効期限の設定について

（２）申請勧奨に応じず、要介護認定等を申請していないケースの有無

制度運用実態調査結果⑥（自立支援給付と介護保険制度との適用関係）

自治体数 構成割合
65歳に到達する者についてもそれ以外の者と同じ取扱としており、介護保険移行を考慮した期限の設定はし

ていない 105 40.5%  
65歳到達月（誕生日月）の月末までの期限としている 85 32.8%  
65歳到達月（誕生日月）の翌月末までの期限としている 6 2.3%  
65歳到達月（誕生日月）の翌々月末までの期限としている 5 1.9%  
65歳到達月（誕生日月）の３ヶ月後の月末までの期限としている 6 2.3%  
その他 48 18.5%  
未回答 4 1.5%  
合計 259 100.0%

自治体数 構成割合

ある（複数回答可） 94 36.3%  
自己負担の発生 60 －

馴染みの支援者を希望 38 －

現に受けられたサービスが受けられない可能性があるため 40 －

介護保険優先適用の考え方が理解不能 44 －

その他 10 －

ない 163 62.9%  
未回答 2 0.8%
合計 259 100.0% 

（３）要介護認定等の申請勧奨に応じないまま、65歳到達後も継続して障害福祉サービスの利用申請があった場合どのように対応しているか

※ 2.(2)において、「申請勧奨に応じず、要介護認定等を申請していないケース」が「ある」と回答した自治体を対象とした質問

（４）介護保険被保険者に対する障害福祉サービスの上乗せ支給について

ア．障害福祉サービスの上乗せ利用の要件

※1 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」（平成19 年３月28 日障企

発第0328002号・障障発第0328002号）1-(2)-③-ｱは以下の通り。

・在宅の障害者で、申請に係る障害福祉サービスについて当該市町村において適当と認める支給量が、当該障害福祉サービスに相当する介護保険サービスに係

る保険給付の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の制約から、介護保険のケアプラン上において介護保険サービスのみによって確保することができな

いものと認められる場合。

※2 上乗せ要件追加例

・要介護４ないし５以上であること。

・身体障害者（両上下肢機能障害など）であること。

・訪問系サービスの上乗せについては、介護保険サービスの訪問介護を居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の５割以上利用していること。

（３）要介護認定等の申請勧奨に応じないまま、65歳到達後も継続して障害福祉サービスの利用申請があった場合どのように対応しているか

※ 2.(2)において、「申請勧奨に応じず、要介護認定等を申請していないケース」が「ある」と回答した自治体を対象とした質問

（４）介護保険被保険者に対する障害福祉サービスの上乗せ支給について

ア．障害福祉サービスの上乗せ利用の要件

※1 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」（平成19 年３月28 日障企

発第0328002号・障障発第0328002号）1-(2)-③-ｱは以下の通り。

・在宅の障害者で、申請に係る障害福祉サービスについて当該市町村において適当と認める支給量が、当該障害福祉サービスに相当する介護保険サービスに係

る保険給付の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の制約から、介護保険のケアプラン上において介護保険サービスのみによって確保することができな

いものと認められる場合。

※2 上乗せ要件追加例

・要介護４ないし５以上であること。

・身体障害者（両上下肢機能障害など）であること。

・訪問系サービスの上乗せについては、介護保険サービスの訪問介護を居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の５割以上利用していること。

制度運用実態調査結果⑦（自立支援給付と介護保険制度との適用関係）

自治体数 構成割合

通知１-(２)-③-アを要件としている※1 176 68.0%  
上記に加えて要件を追加している※2 74 28.6%  
未回答 9 3.5%  
合計 259 100.0%  

自治体数 構成割合

障害福祉サービスの支給決定を行い、引き続き申請勧奨を行う 63 67.0%  
障害福祉サービスの支給決定期限を通常より短くして決定し、引き続き申請勧奨を行う 15 16.0%  
障害福祉サービスの利用申請を却下する 6 6.4%  
申請勧奨に応じず障害福祉サービスの利用申請を行うまでに至ったケースはない 5 5.3%  
その他 5 5.3%  
合計 94 100.0%  
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イ．上乗せ利用の要件を満たさない場合であっても個別の状況に応じて上乗せ支給を行っているか

※ 2.(4) ｱ.において、通知1-(2)-③-ｱの要件に加えて「要件を追加している」と回答した自治体を対象とした質問

※ 「行っていない」と回答している場合には、支給申請事例がなかった場合や、②障害福祉サービスの上乗せ利用の要件に「個別の状況に応じて検討する」ことを

盛り込んでいる場合等が含まれている。

（５）障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの特定について

障害福祉サービスの利用者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かについてどのように判断しているか

（６）移動支援（地域生活支援事業）について介護保険給付との併給調整の対象とし、給付調整を行っているか

イ．上乗せ利用の要件を満たさない場合であっても個別の状況に応じて上乗せ支給を行っているか

※ 2.(4) ｱ.において、通知1-(2)-③-ｱの要件に加えて「要件を追加している」と回答した自治体を対象とした質問

※ 「行っていない」と回答している場合には、支給申請事例がなかった場合や、②障害福祉サービスの上乗せ利用の要件に「個別の状況に応じて検討する」ことを

盛り込んでいる場合等が含まれている。

（５）障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの特定について

障害福祉サービスの利用者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かについてどのように判断しているか

（６）移動支援（地域生活支援事業）について介護保険給付との併給調整の対象とし、給付調整を行っているか

制度運用実態調査結果⑧（自立支援給付と介護保険制度との適用関係）

自治体数 構成割合

行っている 23 31.1%  
行っていない 51 68.9%  
合計 74 100.0%  

自治体数 構成割合

全てのケースで具体的な意向を聴き取り、判断している 128 49.4%  
判断が困難なケースで具体的な意向を聴き取り、判断している 96 37.1%  
具体的な意向は聴き取らずサービス内容、機能のみで判断している 24 9.3%  
その他 8 3.1%  
未回答 3 1.2% 
合計 259 100.0%

自治体数 構成割合

行っている 95 36.7%  
行っていない 162 62.5%  
未回答 2 0.8%  
合計 259 100.0%

３．不服審査及び訴訟

（１）障害福祉サービスに関する審査請求件数

（対象期間：平成24年度以降、平成26年８月１日現在まで）

（２）介護保険給付と併給調整規定に基づく障害福祉サービスに係る支給決定処分に対する審査請求件数等

（対象期間：平成24年度以降、平成26年８月１日現在まで）

※ １件の審査請求について複数の論点があると回答した自治体がある

３．不服審査及び訴訟

（１）障害福祉サービスに関する審査請求件数

（対象期間：平成24年度以降、平成26年８月１日現在まで）

（２）介護保険給付と併給調整規定に基づく障害福祉サービスに係る支給決定処分に対する審査請求件数等

（対象期間：平成24年度以降、平成26年８月１日現在まで）

※ １件の審査請求について複数の論点があると回答した自治体がある

制度運用実態調査結果⑨（自立支援給付と介護保険制度との適用関係）

総件数 84 総件数のうち、65歳以上の者が請求した件数 15

総件数のうち、相談支援専門員がサービス等利用計
画を作成していた件数

12 左の件数のうち、請求時に65歳以上だった件数 1

総件数のうち、セルフプランを作成していた件数 5 左の件数のうち、請求時に65歳以上だった件数 0

年度 審査請求件数

24 ３

25 ５

26 ３

審査請求における論点 件数

介護保険移行による利用者負担の増加 ３

介護保険サービスで適切な支援を受けられるかどうかについての市町村の運用 ６

その他 ５
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（３）介護保険給付との併給調整規定に基づく障害福祉サービスに係る支給決定処分に対する訴訟件数

（対象期間：平成24年度以降、平成26年８月１日現在まで）

４．自治体意見

自治体からの主な意見（全体96件）

（３）介護保険給付との併給調整規定に基づく障害福祉サービスに係る支給決定処分に対する訴訟件数

（対象期間：平成24年度以降、平成26年８月１日現在まで）

４．自治体意見

自治体からの主な意見（全体96件）

制度運用実態調査結果⑩（自立支援給付と介護保険制度との適用関係）

年度 訴訟件数

24 ０

25 １

26 ０

訴訟における論点 件数

介護保険移行による利用者負担の増加 １

意見 件数 構成割合

介護保険移行に伴う利用者負担の発生及び増大が理解を得にくい 33 34.4%  
介護保険との併給について国が一定の指針や明確な基準を示してほしい 33 34.4%  
介護保険対象者に対する居宅介護の国庫負担基準を設定してほしい 13 13.5%  

１．介護給付費等と介護保険制度との適用関係について

（１）障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの特定について

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護

保険制度との適用関係等について」（平成19年３月28日障企発第0328002号・障障発第0328002号

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長・障害福祉課長連名通知。以下「適用関係通

知」という。）において、市町村は、介護保険の被保険者である障害者から障害福祉サービスの利

用に係る支給申請があった場合は、個別のケースに応じて、当該障害福祉サービスに相当する介

護保険サービスにより適切な支援を受けることが可能か否か等について、申請に係る障害福祉

サービスの利用に関する具体的な内容（利用意向）を聴き取りにより把握した上で、適切に判断す

ることとしているが、改めて各市町村においては、適切な運用をお願いしたい。

（２）具体的な運用について

申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより必要な支援を受けることが可

能と判断される場合であっても、当該サービスの利用について介護保険法（平成９年法律第123

号）の規定による保険給付が受けられない場合には、その限りにおいて、介護給付費等を支給す

ることが可能であることとしている。市町村においては、当該介護給付費等を支給する場合の基準

を設けている場合であっても、当該基準によって一律に判断するのではなく、介護保険サービスの

支給量・内容では十分なサービスが受けられない場合には、介護給付費等を支給するなど、適切

な運用に努められたい。

また、障害福祉サービス利用者が要介護認定等を受けた結果、居宅介護サービス費等区分支

給限度基準額の範囲内では、利用可能なサービス量が減少することも考えられる。しかし、介護保

険利用前に必要とされていたサービス量が、介護保険利用開始前後で大きく変化することは一般

的には考えにくいことから、個々の実態に即した適切な運用をお願いしたい。

２．介護保険制度の円滑な利用に当たっての留意点

（１）障害福祉サービス利用者への介護保険制度の案内について

要介護認定等の申請は、申請に係る者の状態について大きな変更が生ずることが見込まれない

ということから、65歳到達日（誕生日の前日）、特定疾病に該当する者の40歳到達日（誕生日の前

日）又は適用除外施設退所日（以下「65歳到達日等」という。）の３か月前以内に要介護認定等申

請を受理し、65歳到達日等に認定することを運用上の対応として可能としている。

そのため、障害福祉サービス利用者の介護保険制度の円滑な利用に向け、要介護認定等の申

請から認定結果通知にかかる期間を考慮して65歳到達日等前の適切な時期から要介護認定等に

係る申請の案内を行うこと。

その際には、単に案内を郵送するだけでなく、市町村職員から、又は、（３）にお示しする相談支

援専門員から直接、介護保険制度について説明を行うことが望ましい。

（２）障害福祉サービス利用者等に対する介護保険制度との併給が可能な旨の案内について

介護保険法の規定による保険給付が優先されることが、あたかも介護保険のみの利用に制限さ

れるという誤解を障害福祉サービス利用者に与えることのないよう、適用関係通知（２）②の場合や
③の場合については介護給付費等の支給が可能な旨、利用者及び関係者へ適切に案内を行うこ
と。

実態調査結果を踏まえた事務連絡

（３）指定特定相談支援事業者と指定居宅介護支援事業者等との連携について

障害福祉サービス利用者が介護保険サービスを利用するに当たっては、障害者が適切なサー

ビスを受けられるよう

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）にお

ける指定特定相談支援事業所の相談支援専門員がモニタリングを通じて、必要な介護保険サー

ビスを円滑に利用できるよう利用者に対し、介護保険制度に関する案内を行うことや、介護保険

サービスの利用に際しては、本人に了解の上、利用する指定居宅介護支援事業所等に対し、利

用者の状態や障害福祉サービスの利用状況等サービス等利用計画に記載されている情報を提

供するよう適切に引継ぎを行うこと

・介護保険サービス利用開始後も引き続き障害福祉サービスを利用する場合は、サービス担当者

会 議 等 を 活 用 し て 相 談 支 援 専 門 員 と 介 護 支 援 専 門 員 が 随 時 情 報 共 有 を 図 る こ と

等必要な案内や連携を行うこと等の周知をお願いしたい。

※なお、ここでいう「指定居宅介護支援事業者等」とは、小規模多機能型居宅介護や介護老人福

祉施設のように、人員配置基準において介護支援専門員の配置が義務づけられている事業

者を含むものである。

３．要介護認定等の申請について

介護保険の被保険者である障害者については、申請に係る障害福祉サービスに相当する介護

保険サービスにより適切な支援を受けることが可能か否か、当該介護保険サービスに係る介護保

険給付を受けることが可能か否か等について判断するためにも、障害者の生活に急激な変化が

生じないよう配慮しつつ、まずは、要介護認定等申請を行っていただいた上で介護保険制度から

どのようなサービスをどの程度受けられるかを把握することが適当である。

したがって、要介護認定等の申請を行わない障害者に対しては、申請をしない理由や事情を十

分に聴き取るとともに、継続して制度の説明を行い、申請について理解を得られるよう働きかける

こと。

４．指定障害者支援施設等入所者の要介護認定等について

介護保険適用除外施設である指定障害者支援施設等入所者は、介護保険サービスに相当する

介護サービスが提供されていること等の理由から、当分の間、介護保険の被保険者とはならない

こととされている。一方で、個々の事情に応じて介護保険適用除外施設を退所又は退院することも

あり得るが、その場合には介護保険の被保険者となり、介護保険法に基づく要介護認定等を受け

ることにより、これに応じた介護保険サービスを利用することが可能となる。

この点、例えば、介護保険適用除外施設からの退所者が介護老人福祉施設等へ入所しようとす

る場合には、通常、一定の期間を要することから、指定障害者支援施設等の退所日と要介護認定

申請の時期の兼ね合いで必要な手続きや調整が円滑に行われないという指摘があるが、介護保

険サービスの利用を円滑に進めるために、関係者間での密な情報共有や連携を図ることにより、

柔軟に対応願いたい。
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